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京町家については、京都市が本格的な耐震改修に該当すると確認した場合、
住宅金融支援機構の「リフォーム融資（耐震改修工事）」をご利用いただけます。

住宅金融支援機構近畿支店地域連携グループ（06-6281-9261）、お客さまコールセンター（0120-0860-35）

営業時間9:00 ～ 17:00（土日祝及び年末年始を除く）

※住宅金融支援機構による審査の結果、ご希望に沿えないことがありますので、あらかじめご了承ください。 
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「すまいの耐震化のための事業者 ・

専門家紹介のホームページ」

できることからすまいの耐震化を進めましょう。
見 木造住宅が密集し､細い路地が多い京都市内では､耐震性の低い建物が地震時に倒壊するこ

とで､道路を塞ぐ､避難や救助に支障を来すなど､被害拡大のおそれがあります。
また､建物が密集している地域は､火災時に火が燃え広がりやすいなどの課題を抱えているため､
耐震改修と併せて防火改修を進めることが被害を最小限にすることにつながります。

合



木 消印有効

①インターネット申込み

　又は

②「木造住宅及び京町家の耐震診断士派遣事業のご案内」リーフレットの申込書を郵送又は持参
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相談していただけます。



特徴に合った方法で耐震改修を行いましょう。

良

昭和 25 年（1950年）に制定された
建築基準法に基づく、 一般的な構造
です。 筋交いや金物等で建物を堅く
することで、 地震に耐えます。

昭和 25 年（1950年）以前に建築されて
おり、 継手や仕口といった伝統的な技術
により建築された住宅で、 柱や梁などの木
組みと土壁の粘り強さで地震に耐えます。


